
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染拡大予防に伴う 

「電話診療と処方箋の発行」について 

当院を定期的に受診されている患者さんへ

厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（令和 2 年 2 月 28 日付け通知） 

に合わせ、慢性疾患等で当院を定期的に受診されており、継続的な処方が必要な患者さんに 

対して、電話診療による処方箋の発行ができるようになりました。 

1.  対象となる方 

慢性疾患等により当院で定期的に受診・処方を受けている方 

2. 処方できるお薬 

これまで定期的に処方されていた慢性疾患等に対するお薬等 

【注意！】医師の判断でお薬が追加や変更される場合があります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・受診時、次回診察予約を「電話診療希望」とお伝え下さい。 
・診察予約日の前日までに【 072-366-1818 】へ電話頂き次回の

診察予約を「電話診療」への変更希望をお申込み下さい。 

受付時間 １４：００～１６：００（平日のみ） 
 

・診察予約日の予約時間前後に当院より患者さんへ電話致します。 

・予約時間前後は、電話が受けられる状態でお待ち下さい。 

・「お名前」「生年月日」「診察券番号」をお手元にご用意下さい。 

・ご本人確認終了後、外来担当医より電話診療を行います。 

3.  お 申 し 込 み 

４.   電 話 診 療 



 

6. お薬のお受け取り 

・お薬の処方箋は、当院より普段ご利用の薬局にＦＡＸ致します。 
※普段ご利用の薬局名及び支店名をお尋ね致しますので、当日までにご確認ください。 

・患者様から、電話を利用した診察でお薬の有る旨を、薬局にご連絡 

下さい。 

・お薬の受け取り方法や、薬局でのお支払い方法については、薬局に 

 より異なりますので、希望された薬局にお問い合せください。 

5.  お 会 計 

・外出の際に当院へお立ち寄り下さい。 

・もしくは、次回来院日にお会計をお願い致します。 
※自動精算機は土曜・日曜・祝日も９時～16 時までご利用いただけます。 

※お振込みをご希望の場合は、請求書と振込先を送付しますので当院へまでご連絡下さい。 


